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障害福祉初任者講習会

障害福祉制度の概要と
杉並区の相談窓口

～ 困りごとから制度・窓口まで、現場で使える基礎を ～

日付 2026年5月25日
講師 障害者施策課 障害福祉サービス係 田邊

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
皆さん、おはようございます。
いきなりですが質問です。
利用者やその家族に、
「障害福祉サービスの申請ってどこに相談・申請すればいいのか？」
と聞かれて…即答できる方どれくらいいらっしゃいますか？
わかるかた挙手お願いします

ありがとうございます。�今日は、その質問に
“回答できる状態”まで持っていきます。
制度の知識はゼロからでOKです。
終わる頃には現場で動けるようにします。

申し遅れましたが、わたくし杉並区障害者施策課障害福祉サービス係の田邊と申します。本日は短い時間ですが
少しでも本日の研修をうけて皆様の役に立てるよう頑張ります。よろしくお願いします。




障害福祉初任者講習会 導入

今日のゴール と 本日の流れ
今日のゴール（3つ）

1 利用者の困りごとから
制度を理解できる

2 制度と相談窓口の関係が
わかる

3 困ったときの相談先が
わかる

本日の流れ（40分）

1 困りごとから制度を知る

2 障害福祉制度の全体像

3 利用までの流れと相談支援

4 区の相談窓口 ★

5 まとめ

※ 障害福祉サービスの詳細は、この後の別講師が担当します
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プレゼンター
プレゼンテーションのノート
今日のゴールを3つ確認します。
1つ目。「利用者の困りごとから制度を理解できる」。制度を覚えるんじゃなくて、人から逆算するってことですね。
2つ目。「制度と相談窓口の関係がわかる」。今日は窓口が4つ出てきます。これだけは絶対に持ち帰ってください。
3つ目。「困ったときの相談先がわかる」。これが一番大事。明日、現場で利用者さんに「どこに相談すればいいの？」と聞かれて、即答できる状態を目指します。



障害福祉初任者講習会 第1部 困りごとから考える

3人の利用者から考えてみましょう
ケース A

高橋 健太 さん（仮名）
35歳

重度知的障害（愛の手帳2度）

■ 入浴の介助が大変
■ 日中の居場所がない
■ 親の高齢化が不安

ケース B

山田 由美 さん（仮名）
28歳

精神障害（統合失調症・精神手帳2級）

■ 軽作業の場が欲しい
■ 日中の居場所がない
■ 相談先がわからない

ケース C

佐藤 大輝 くん（仮名）
9歳・小4

自閉スペクトラム症（精神手帳なし）

■ 学童利用中
■ 療育も受けたい
■ 相談先がわからない

あなたなら、まずどこに相談しますか？
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プレゼンター
プレゼンテーションのノート
ここで、3人の利用者さんに登場してもらいます。今日はこの3人をずっと追いかけます。最後に全部つながります。今回は、伏線回収型の研修構成としております。
まずAさん、高橋健太さん35歳。重度知的障害です。お母さんが毎日入浴の介助しています。親も高齢化。正直、かなり疲れています。さらに日中の居場所がない。
次にBさん、山田由美さん28歳。統合失調症で、軽作業ができる場が欲しい。でも「どこに相談したらいいかわからない」。
そしてCくん、佐藤大輝くん小学4年生。自閉スペクトラム症。学童だけだと足りない、療育も受けさせたい。お子さんのケースですね。
ここで皆さんに質問です。「あなたなら、まずどこに相談しますか？」今、頭の中で考えてみてください。今は答えられなくて大丈夫。40分後、3人とも適切な窓口につながった状態で終わります。



障害福祉初任者講習会 第1部 困りごとから考える

困りごと → 支援 → 制度 → 窓口 のつながり

困りごと

本人・家族が
抱える困り

支援
（サービス）

困りごとに
応える行動

制度

支援を仕組み
化したもの

窓口

制度を使う
ための入口

覚えてほしいポイント: 制度は「人を支えるための道具」
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プレゼンター
プレゼンテーションのノート
ここは特に押さえてほしいスライドです。
「制度」って聞くと、なんだか役所っぽくて堅いイメージを持つ方が多いと思うんです。でも実は、もっと身近なものなんですよ。
流れで見ていきましょう。スタートは「困りごと」です。たとえば「一人でお風呂に入るのがしんどい」。そこに手を差し伸べる動きが「支援」、ヘルパーさんが入って手伝ってくれる、これですね。その支援を、誰でも・どこでも同じように受けられるよう形にしたものが「制度」。そして制度を実際に使うときの入口が「窓口」になります。
今日覚えて帰ってほしいのは、たったひとつ。**「制度は人を支えるための道具」**ということ。道具ですから、使ってこそ意味があります。まずはこの順番を、しっかり頭に入れてくださいね



障害福祉初任者講習会 第2部 制度の全体像

制度マップ（2系統の法律で支える）
障害福祉の制度

障害者総合支援法（成人） 児童福祉法（児童）

介護給付 訓練等給付 相談支援
障害福祉サービス

自立支援医療 補装具

自立支援給付

障害児通所支援 障害児入所支援

障害児相談支援
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脚注 介護給付＝入浴・排泄・食事などの介護／訓練等給付＝共同生活援助・自立訓練・就労支援などの訓練系サービス

脚注 障害児通所支援＝放課後等デイサービス、児童発達支援、居宅訪問型児童発達支援、保育所等訪問支援など

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
ここから第2部、制度の全体像に入ります。まずは大枠から見ていきましょう。制度マップです。法律レベルで見ると、実は2つの法律で支えられています。
1つ目、障害者総合支援法。大人向け。18歳以上。2つ目、児童福祉法。児童向け。18歳未満。
Aさん35歳とBさん28歳は総合支援法、Cくん9歳は児童福祉法。年齢で適用される法律が変わるんですね。
総合支援法のほうには、自立支援給付の中に「障害福祉サービス」、つまり介護給付と訓練等給付がぶら下がっています。児童福祉法のほうには、障害児通所支援・障害児入所支援・障害児相談支援が並ぶ、という構造です。
下に専門用語の脚注も付けていますが、今は完璧に覚えなくて大丈夫です。「介護系」と「訓練系」、そして「児童の通所系」がある、くらいで結構です。
次のスライドでは、この2つの法律のうち、皆さんが現場で一番関わる「障害者総合支援法」の中身を、もう一段ズームインして見ていきます。



障害福祉初任者講習会 第2部 制度の全体像

障害者総合支援法の制度は 2本柱

① 自立支援給付（全国共通）

• 介護給付
• 訓練等給付
• 相談支援

障害福祉サービス

• 自立支援医療
• 補装具

② 地域生活支援事業（市区町村ごと）

• 移動支援
• 日中一時支援
• 日常生活用具
• その他、区独自のサービス

覚えてほしいポイント: 自立支援給付＝全国共通／地域生活支援事業＝市区町村ごと
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プレゼンター
プレゼンテーションのノート
さきほどの制度マップで、2つの法律があると確認しましたね。ここからは、その片方、皆さんが現場で一番関わる「障害者総合支援法」の中身にズームインします。このスライド、毎回みんなが詰まる場所。ゆっくり一緒に紐解いていきましょう。
念のため確認です。テキストには「障害福祉サービス制度は2本柱」と書かれている箇所がありますが、正しくは、いま見ている“障害者総合支援法”の制度が2本柱に訂正お願いします。�
覚え方は「全国＋地域」。お店で例えると、全国チェーンのメニューが自立支援給付、その店だけのオリジナルメニューが地域生活支援事業です。
1本目、自立支援給付。全国共通。北海道でも沖縄でも杉並でも、同じメニューが並びます。中身は大きく分けて、障害福祉サービス（介護給付・訓練等給付・相談支援）、自立支援医療、補装具。この３本立てです。特に「障害福祉サービス」、つまり介護給付と訓練等給付を合わせた部分が、皆さんが現場で一番関わるところです。
2本目、地域生活支援事業。市区町村ごと。例えば移動支援、日中一時支援、日常生活用具。杉並区にあって他区にないものもあるし、逆もある。
ポイントは1行。「全国共通と市区町村独自の2階建て」。これだけ覚えて帰ってください。



障害福祉初任者講習会 第2部 制度の全体像

3つのキーワード ＋ よくある勘違い
覚えてほしい3つのキーワード

契約制度

措置から契約へ
本人が選んで使う

障害支援区分

支援の必要度を
6段階で判定

サービス等利用計画

本人を中心に
生活全体を計画

よくある勘違い: 介護保険と障害福祉サービスは同じ？

• 介護保険＝65歳以上中心 ／ 障害福祉＝障害のある人
• 65歳になっても、障害福祉サービスを継続して使える場合があります
• 原則、介護保険が利用できる方は介護保険サービスが優先になります
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プレゼンター
プレゼンテーションのノート
障害福祉制度の中での、3つの重要なキーワードいきます。
1つ目「契約制度」。ちょっとだけ歴史の話をさせてください。

2003年より前は、障害のある方が使うサービスは、行政（お役所）が「あなたはここを使ってください」と決めていました。これを「措置」と言います。本人が選ぶことはできませんでした。
2003年に支援費制度が始まって、ここが変わります。本人がサービスを選んで、事業者と直接約束（契約）を結ぶやり方になったんです。「与えられる福祉」から「自分で選ぶ福祉」へ、と言えます。
理由はざっくり言うと、「障害があっても自分の生活は自分で決めるのが当たり前」という考えが広がったこと、先に始まった介護保険も契約方式だったこと、そして、契約を支える成年後見などの仕組みが整ったこと。この３つが重なって、福祉の形が大きく変わりました。

2つ目「障害支援区分」。支援の必要度を1から6まで6段階で判定します。介護保険の「要介護1〜5」の障害版とイメージしてください。

3つ目「サービス等利用計画」。本人の生活全体を見渡した計画書です。言ってみれば"生活の地図"です。
そしてよくある勘違い。「介護保険と障害福祉って一緒でしょ？」違います。介護保険は65歳以上中心、障害福祉は障害のある方が対象。65歳になっても、障害福祉のほうが本人に合っていれば継続できる場合もあります。
全部一気に覚えなくてOKです。



障害福祉初任者講習会 第3部 利用までの流れ

利用までの流れ（障害福祉サービス）

1

相談 ・ 申請
（障害福祉サービス係）

2

サービス等利用
計画案 提出依頼

3

認定調査
（心身・生活）

4

障害支援区分
認定（約２か月）

5

計画・区分等を
勘案 → 支給決定

6

受給者証 交付
→ 利用開始

障害支援区分の認定は、介護給付を利用する場合のみ必要（訓練等給付は不要）
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プレゼンター
プレゼンテーションのノート
利用までの流れ、6ステップです。今からAさんの手続きを実況します。
Aさんの親御さんが、これまで母がしていた入浴の介助が体力的に厳しくなってきたので、「ヘルパーを使いたい」と相談に来たとします。既に具体的に使いたいサービスが決まっているので、まずは障害福祉サービス係に相談・申請。次に「特定相談支援事業所さん、計画案を作ってください」と依頼をする。同時に区の調査員が訪問して、「お風呂は自分で入れますか？」「食事はどうしてますか？」と聞き取る。これが区分認定の訪問調査。
訪問調査の結果と、主治医の意見書をもとに区分認定して、計画と合わせて支給量を決める。だいたい2～３か月くらいかかります。最近、区分を出すのに時間がかかっており、皆様にはご迷惑をおかけしております。

最後にここ大事です。区分認定が必要なのは「介護給付」を使うときだけ。訓練等給付には区分は要りません。



障害福祉初任者講習会 第3部 利用までの流れ

受給者証の見方
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受給者証（おもて面） 受給者証（うら面）

1

2

3

4

1 サービスの内容 2 支給量 3 特定相談支援事業所 4 モニタリング期間

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
利用開始したら必ず手にするのが受給者証。これ、現場では必ず確認することがあるかと思います。
見るべきポイントは4つ。
1つ目「サービスの内容」。何が支給決定されたか。例えば「居宅介護・生活介護」と書いてある。
2つ目「支給量」。月に何時間、何日使えるか。例えば「居宅介護 月20時間」。これを超えると自費になります。
3つ目「特定相談支援事業所名」。担当の事業所が書いてある。困ったらまずここに電話。
4つ目「モニタリング期間」。例えば「6か月ごと」と書いてあったら、半年ごとに見直しがあるというサインです。



障害福祉初任者講習会 第3部 利用までの流れ

相談支援事業所 ＝ ケアマネ的な存在

18歳以上

特定相談支援事業所
区内 40 所

計画作成 ・ モニタリング ・ 調整

18歳未満

障害児相談支援事業所
区内 30 所

計画作成 ・ モニタリング ・ 調整

介護保険のケアマネージャーに近い役割
利用者と一緒に計画を立て、サービス事業者と連絡調整する「伴走者」
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令和８年５月現在

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
相談支援事業所、ざっくり言うと「障害福祉のケアマネ」です。介護保険にケアマネージャーいますよね。あれの障害版だと思ってください。
ただし2種類あります。18歳以上を担当するのが特定相談支援事業所、杉並区内に40か所。18歳未満を担当するのが障害児相談支援事業所、区内30か所。
役割は同じで、計画作成・モニタリング・サービス事業者との調整。例えばBさんが「グループホームも検討したい」と言ったら、相談支援専門員も一緒にグループホームを検討してくれたり、場所が決まったら、サービス等利用計画を立て直して、区に提出してくれたりします。
障害当事者だけでなく現場の皆さんからも、ものすごく頼れる存在です。



障害福祉初任者講習会 第3部 利用までの流れ

サービス等利用計画 vs 個別支援計画
サービス等利用計画 個別支援計画

作成者 相談支援専門員 サービス提供事業者

範囲 生活全般 そのサービス内の支援

役割 全体の地図 現場の実行計画

覚えてほしい: 事業所は「個別支援計画」／相談支援は「サービス等利用計画」
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プレゼンター
プレゼンテーションのノート
ここ混乱ポイントです。「計画」って2種類あるんですよ。
左の「サービス等利用計画」は相談支援専門員が作る、生活全体の地図。Aさんが何曜日にどこに行って、誰と会って、どんな生活を送るか、全部書いてある。
右の「個別支援計画」はサービス提供事業者が作る、現場の実行計画。例えば生活介護事業所なら「Aさんは月水金に来所、午前は作業、午後はレクリエーション」みたいな、その事業所内での具体的計画。
覚え方。「全体の地図はサ等利用計画、そのサービスの中身は個別支援計画」。皆さんが事業者として作るのは「個別支援計画」のほうです。



C H A P T E R  4

区の相談窓口
～ 本日の最重点パート ～

4つの窓口 ／ Q&A × 4 ／ 比較表 ／ 障害児の相談窓口

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
さあ、ここから第4部。本日のメインです。
なぜここを重点にするか。理由はシンプルです。現場で一番聞かれるのが「これってどこに相談すればいい？」だからです。
これから4つの窓口を順番に紹介します。それぞれにクイズを付けております。
ゴールは、皆さんが現場で利用者さんから相談を受けたときに、「ああ、それはここに相談しましょう」と回答できる状態です。



障害福祉初任者講習会 第4部 区の相談窓口

区の相談窓口マップ（4つの機関）
身近

専門

← 地域 行政 →

すまいる

地域・身近

障害福祉サービス係

行政・申請

特定相談支援事業所

地域・計画作成

基幹相談支援センター

行政・専門・司令塔
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プレゼンター
プレゼンテーションのノート
4つの窓口、まず地図でお見せします。相談先は4つだけです。これで8割対応できます。

最初に図の見方だけ。縦軸は『身近↔専門』、横軸は『地域↔行政』。この2軸で4つの窓口の役割が整理できます。
左上＝地域×身近：すまいる。町のよろづ相談。まずここ。
右上＝行政×身近：障害福祉サービス係。区役所の申請窓口。
左下＝地域×専門：特定相談支援事業所。利用計画を作るケアマネ役。
右下＝行政×専門：基幹相談支援センター。難ケース調整の司令塔。
ポイントは「どの軸の話か」を当てること。身近か専門か、地域か行政か。この2軸で迷子になりません。



障害福祉初任者講習会 第4部 区の相談窓口 ・ Q1

Q
身体障害者手帳・愛の手帳の申請・手続きは、どこに相談する？

1 障害福祉
サービス係 2 保健センター 3 基幹相談支援

センター 4 すまいる 5 特定相談支援
事業所

※ 精神障害者保健福祉手帳は保健センターが窓口

杉並区障害者施策課 14 / 26

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
クイズいきますよ。Q1。身体障害者手帳・愛の手帳の申請・手続きは、どこに相談する？



答えは①の障害福祉サービス係です。身体障害者手帳、愛の手帳の手続きは区役所の障害福祉サービス係。
ただし注意。精神障害者保健福祉手帳だけは保健センターが窓口。これ、間違えやすいので要チェックです。



障害福祉初任者講習会 第4部 区の相談窓口 ・ 解説1

解説 ① 障害福祉サービス係

申請窓口 ／ ケースワーカー的役割 ／ まず相談を！

キーワード 申請窓口 ケースワーカー的役割 まず相談を！

主な業務

■ 障害福祉サービスの申請・相談
■ 身体障害者手帳・愛の手帳の申

請
■ 補装具費の助成

使いどころ

■ サービスを申請するとき
■ 行政との連携が必要なとき
■ 手帳の申請・住所変更・再交付

実例

■ 利用者が障害福祉サービスを希
望

→ まず行政窓口に相談
→ 特定相談支援事業所へつなぐ
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プレゼンター
プレゼンテーションのノート
障害福祉サービス係。キーワードは「申請窓口」「ケースワーカー的役割」「まず相談を！」。
ここは区役所の中にあって、ザ・行政の入り口です。主な業務は3つ。サービスの申請・相談、手帳の申請、補装具費の助成。
例えばAさんが「ヘルパー（身体介護）を使いたい」となったら、まずサービス係に行く。そこから特定相談支援事業所に話がつながる。
覚えてほしいのは「サービスの申請」は全部ここを通る、ということ。車いすを買いたい、補聴器を買いたい、これも補装具費としてサービス係です。
思考ルールはこうです。制度の手続き→サービス係。迷ったら「まず区役所に電話」。これでOKです。



障害福祉初任者講習会 第4部 区の相談窓口 ・ Q2

Q
現在、福祉サービスにつながっておらず、日中の居場所がなく悩んでいる。あな
たなら、まずどこに相談しますか？

1 障害福祉
サービス係 2 保健センター 3 基幹相談支援

センター 4 すまいる 5 特定相談支援
事業所

→ 次のスライドで解説します
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プレゼンター
プレゼンテーションのノート
Q2いきます。
現在、福祉サービスにつながっておらず、日中の居場所がなく悩んでいる。あなたなら、まずどこに相談しますか？
3…2…1…
答えは「すまいる」です。ポイントは「今は何もサービスを使っていない」という部分。何も使っていない人がいきなり区役所に行っても、「えっと、何から…」となりがち。そういう時の最初の入り口が、地域に根ざしたすまいるなんです。



障害福祉初任者講習会 第4部 区の相談窓口 ・ 解説2

解説 ② すまいる（地域相談支援センター）
地域のよろづ相談窓口 ／ 最初の伴走者 ／ 生活の困りごとを一緒に考
える

キーワード 地域のよろづ相談 最初の伴走者 生活全般に対応

主な業務

■ 日常生活の困りごと相談
■ 福祉サービス利用の案内
■ 退院支援・地域移行

使いどころ

■ 何から相談したらいいか迷うと
き

■ 生活全般の困りごと
■ 継続的な伴走が必要なとき

実例

■ 「何かサービスが必要だけど何
が良いか分からない」

■ 「精神障害の家族がいてどう対
応すれば？」
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プレゼンター
プレゼンテーションのノート
すまいる、正式には障害者地域相談支援センター。キーワードは「最初の伴走者」。
ここがすごいのは、「何の相談か決まっていなくてもいい」ということ。例えば「家族が精神障害かもしれない、どうしよう」「退院後どう生活すればいいかわからない」、こういう漠然とした不安を一緒に整理してくれる。町のよろづ相談所、と覚えてください。
思考ルールはこうです。まだ整理されてない相談→すまいる。
皆さん、利用者さんから「ちょっと困ってて…」と相談されて何の相談かわからないとき、迷わず「まずすまいるさんに行ってみましょう」でOKです。注意点としては、杉並区ではすまいるは３か所委託しており、お住まいの地域によって相談先が異なります。荻窪・高円寺・高井戸とわかれていますので、まずはお住まいに近いすまいるにご相談ください。



障害福祉初任者講習会 第4部 区の相談窓口 ・ Q3

Q
通所中（作業所）の方が、新たに居宅介護（家事援助）を使いたいと相談があっ
た。どこに相談しますか？

1 障害福祉
サービス係 2 保健センター 3 基幹相談支援

センター 4 すまいる 5 特定相談支援
事業所

→ 次のスライドで解説します
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プレゼンター
プレゼンテーションのノート
Q3。「通所中の方が、新たに居宅介護も使いたい。どこ？」
3…2…1…
答えは「特定相談支援事業所」です。ここがポイント。すでにサービスを利用していて、計画があるんですよ。そこに新しいサービスを足すなら、計画作成者である特定相談支援事業所に話を通すのが筋なんです。



障害福祉初任者講習会 第4部 区の相談窓口 ・ 解説3

解説 ③ 特定相談支援事業所

計画をつくる人 ／ ケアマネ的役割 ／ 障害福祉サービスの調整役

キーワード 計画をつくる人 ケアマネ的役割 サービスの調整役

主な業務

■ サービス等利用計画の作成
■ アセスメント・モニタリング
■ サービスの調整・見直し

使いどころ

■ 障害福祉サービスを利用する場
合は必ず関与

■ サービスを追加・変更したいと
き

■ 計画の見直しタイミング

実例

■ ヘルパー利用中の人がグループ
ホーム希望

→ 特定相談が計画を作成・申請
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プレゼンター
プレゼンテーションのノート
特定相談支援事業所。キーワードは「計画をつくる人」「ケアマネ的役割」。
業務はサ等利用計画の作成、モニタリング、サービス調整。例えばBAさんがヘルパー利用中で「やっぱりグループホームに住みたい」となったら、特定相談が計画を作り直して、グループホームと連絡を取って、区にサービス等利用計画案を出す。
思考ルールはこうです。サービス利用中の人→特定相談。
ポイント。障害福祉サービスを利用する人は、必ず特定相談が関わります。「サービス使う＝特定相談あり」とセットで覚えてください。



障害福祉初任者講習会 第4部 区の相談窓口 ・ Q4

Q
障害のある方への虐待の疑いがある。どこに相談しますか？

1 障害福祉
サービス係 2 保健センター 3 基幹相談支援

センター 4 すまいる 5 特定相談支援
事業所

→ 次のスライドで解説します
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プレゼンター
プレゼンテーションのノート
Q4。これは最重要です。
「障害者への虐待の疑いがある。どこに相談？」
これは考える時間なし。反射で「基幹相談支援センター」です。
虐待というワードが出たら、もう即「基幹」。これは反射神経で覚えてください。他にも、「複数機関で対応が必要」「相談員が困っている」、そういうときも基幹の出番です。



障害福祉初任者講習会 第4部 区の相談窓口 ・ 解説4

解説 ④ 基幹相談支援センター
困った時のバックアップ ／ 多機関連携の調整役 ／ 虐待・権利擁護の
拠点

キーワード バックアップ 多機関連携 権利擁護の拠点

主な業務

■ 困難ケースのバックアップ
■ 虐待通報・権利擁護
■ 相談支援事業所への助言・研修

使いどころ

■ 困難ケース＊に対応するとき
■ 複数機関の連携が必要なとき
■ 虐待や権利擁護の課題があると

き
＊困難ケースのバックアップする際は、原
則、障害福祉サービス係からつなげます。

実例

■ 「虐待の疑い」のあるケース
■ 「対応に苦慮するケース」
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プレゼンター
プレゼンテーションのノート
基幹相談支援センター。キーワードは「バックアップ」「司令塔」「権利擁護の拠点」。
業務は4つ。困難ケースのバックアップ、虐待通報の対応、多機関のケース会議、相談支援事業所への助言・研修。
例えば、特定相談の相談員さんが「このケース、自分一人じゃ抱えきれない」となったら基幹に相談する。ただし、その際は障害福祉サービス係から基幹には連絡する流れとなっております。
権利擁護、つまり虐待や成年後見みたいな話もここの担当。
思考ルールはこうです。困難ケース・虐待→基幹。覚え方は「困ったときの最終バックアップが基幹」です。



障害福祉初任者講習会 第4部 区の相談窓口

4機関 比較表（ハイライト）
すまいる 特定相談支援事業所 基幹相談支援センター 障害福祉サービス係

役割 地域密着型のよろず相談 計画作成（ケアマネ的） 司令塔・困難ケース対応 行政申請窓口

主な相談 日常生活の困りごと、退
院支援 計画作成、調整、見直し 虐待、多機関連携 サービス申請、手帳、補

装具

キーワード 最初の伴走者 ケアマネ的役割 バックアップ まず相談を！
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プレゼンター
プレゼンテーションのノート
4機関を一気に並べた比較表です。もう一度まとめます。
まだ整理されてない相談→すまいる。制度の手続き→サービス係。サービス利用中の人→特定相談。困難ケース・虐待→基幹。
この4つで8割対応できます。
復習問題いきます。「身体障害者手帳の申請をしたい」→サービス係。「漠然とした生活相談」→すまいる。「サービスの計画を作ってもらいたい」→特定相談。「虐待の疑い」→基幹。即答できれば今日のゴール達成です。



障害福祉初任者講習会 第4部 区の相談窓口

障害児の相談窓口

対象 手帳 相談窓口 連絡先

未就学児 あり／なし 児童発達相談係 03-5335-7634

小学生以降 手帳なし／精神手帳
（放課後等デイサービス） 発達障害児相談担当 同上

小学生以降 身障手帳・愛の手帳 障害福祉サービス係 03-3312-2111

18歳未満は児童福祉法ベース。手帳と年齢で窓口が変わります。
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プレゼンター
プレゼンテーションのノート
障害児の窓口は少し特殊で、3パターンあります。
①未就学児は、手帳の有無に関わらず児童発達相談係。②小学生以降で、手帳なしか精神手帳のお子さんは、発達障害児相談担当。ただし現状、放課後等デイサービスのみです。③小学生以降で、身障手帳・愛の手帳のお子さんは、障害福祉サービス係。
Cくんは小4で精神手帳なので、発達障害児相談担当に行きます。
ポイントは「年齢」と「手帳の種類」で窓口が決まること。迷ったら児童発達相談かサービス係に確認でOKです。



障害福祉初任者講習会 まとめ

3人は、こうしてつながりました
導入 第1部 第2部 第3部 第4部 ★ まとめ

Aさん

入浴介助と日中の居場所

① 障害福祉サービス係
② 特定相談支援事業所

身体介護＋生活介護

Bさん

軽作業と日中の居場所

① すまいる（まず相談）
② B型事業所（見学・選定）
③ 障害福祉サービス係
④ 特定相談支援事業所

就労継続支援 B型

Cくん

学童＋療育を併用したい

① 発達障害児相談担当
② 障害児相談支援事業所

放課後等デイ（学童併用）

困りごとに合った窓口へ「最初の一歩」を。あとは支援者でチームをつくります。
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プレゼンター
プレゼンテーションのノート
伏線回収です。
Aさん。サービス係→特定相談支援事業所→身体介護＋生活介護で介助負担の軽減と日中の居場所を実現。
Bさん。まずすまいるで相談→B型事業所を見学→サービス係で申請→特定相談で計画作成→就労継続支援B型で軽作業デビュー。
Cくん。発達障害児相談担当に相談→障害児相談支援事業所→放課後等デイで学童と併用。
ね、ちゃんと3人とも違う動線でつながりました。
覚えてほしいメッセージは1つ。「最初の一歩」を出せれば、あとは支援者でチームを作れる。皆さんがその「最初の一歩」を案内する立場なんです。



障害福祉初任者講習会 まとめ

明日からできる 3つのこと

1 「困りごと」に耳を傾ける
本人と家族の声から始まる支援。

2 迷ったら すまいる・相談支援事業所 へ
ひとりで抱え込まず連絡を。

3 「サービス等利用計画」を一緒に確認
支給量・モニタリング期間を見直す。

制度は「覚える」ものではなく「現場で使う」もの。困ったら相談支援専門員や区の窓口へ。
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プレゼンター
プレゼンテーションのノート
明日からできる3つのこと。
1つ目、利用者の困りごとに耳を傾ける。サービスありきじゃなくて、まず聞く。
2つ目、迷ったらすまいる・相談支援事業所に連絡。一人で抱え込まない。
3つ目、サービス等利用計画を一緒に確認する。利用者さんと一緒にカードや計画を見てください。
そして最後に、明日からのイメージを1つだけ持って帰ってください。
利用者さんやご家族から「これってどうしたらいいですか？」と聞かれたときに、「それは、こちらにつなぐといいですよ」と一言言えるようになること。
それができれば、今日の研修は100点です。
そして、ここが一番大事なんですが、その一言で、その人が支援につながるスピードが変わります。もしかすると、ずっと一人で悩んでいた方が、初めて支援につながるきっかけになるかもしれません。
皆さんのその一言が、その人の生活そのものを動かす可能性があります。
制度って大きいように見えますが、実はこういう一言から動き出します。皆さんは、その"最初の一歩をつくる役割"です。
制度は「覚える」ものじゃなくて「使う」もの。覚えきれなくて当たり前です。今日の窓口4つだけ覚えて、現場で困ったらそこに連絡する。それで十分です！！
ぜひ、明日から現場で使ってみてください。



T H A N K  Y O U

お疲れさまでした
このあとは別の講師から、各サービスの詳細について説明があります。

お問い合わせ

杉並区 障害者施策課 障害福祉サービス係
03-3312-2111

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
ここまでお付き合いいただきありがとうございました。
このあと別の講師から、各障害福祉サービスの中身を詳しく説明します。ぜひ今日の「困りごとから考える視点」と「4つの窓口」を頭の片隅に置きながら聞いてください。きっと「あ、これさっきの窓口で扱う話だ」と全部つながります。
お疲れさまでした！
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